
 

新潟市立保育所等における副食の提供に関する要綱 
 

（目的） 
第１条 この要綱は、新潟市保育所条例（昭和３９年３月３０日条例第１７号）別表に定

める保育所、新潟市認定こども園条例（平成２９年１０月３日条例第３７号）第１条第

２項に定める認定こども園（以下これらを「新潟市立保育所等」という。）に在籍する児

童のうち、満３歳以上の児童（以下「幼児」という。）及び在籍する職員（以下「職員」

という。）に提供する副食の取り扱いについて必要な事項を定める。 
 

（定義） 
第２条 この要綱において、「副食」とは、給食として提供するおかず（土曜日に提供する

軽食等を含む。）、おやつ等で、新潟市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営の基準に関する条例（平成２６年新潟市条例第５６号）第１３条第４項に規定する副

食に該当するものをいう。 
 

（費用） 
第３条 副食の材料費（以下「副食費」という。）は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該

各号に定める額とする。 
（１）教育認定子ども（子ども・子育て支援法施行令（平成２６年政令第２１３号。以下、

「令」という。）第４条第１項第１号に規定する教育認定子どもをいう。以下同じ。） 月

額３，３００円 
（２）満３歳以上保育認定子ども（令第４条第１項第２号に規定する満３歳以上保育認定

子どもをいう。以下同じ。） 月額４，８００円 
（３）正規職員（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条第２項に規定するも

のをいう。）及び臨時的任用職員等（新潟市臨時職員に関する規則第２条に規定するもの

をいう。） 月額７，２００円 
（４）会計年度任用職員（新潟市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則第２

条に規定するものをいう。）一食当たり３２７円（月額７，２００円を超える場合は、月

額７，２００円とする。） 
２ 前項各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の徴収額の取り扱いについては、

別表のとおりとする。 
（１）前項第１号及び第２号に掲げる幼児が月途中で入退所する場合や連続して３０日以

上欠席する等の特別な事情のため「副食提供停止申出書（別紙様式第１号）」の提出があ

った場合。 
（２）前項第３号に掲げる職員が休暇取得等により月途中で勤務開始又は終了した場合。

ただし、対象となる日数や休暇等の詳細は別に定める。 



 

（３）その他市長が特別の事情があると認める場合。 
３ 前項第１号の副食提供停止の申し出は、前月１５日（休日（新潟市保育所条例第５条

に規定するものをいう。以下同じ。）の場合は翌開所日）までに新潟市立保育所等に提出

するものとする。 
 

（納付の方法及び期限） 
第４条 幼児の保護者は、副食費を納入通知書に定める期限までに納付しなければならな

い。 
２ 前項の規定にかかわらず、幼児の保護者は希望により口座振替払で納付することがで

きるものとし、口座振替払による納入は、新潟市保育料等口座振替事務取扱要領（平

成２年１１月１日）に基づき行うものとする。 
 
 （遡及徴収及び還付） 
第５条 市長が特別の理由があると認める場合は、その副食費の全部又は一部を遡及徴収

及び還付することができる。 
 
（督促） 

第６条 市長は、幼児の保護者が納期限までに副食費を納付しないときは、次に掲げる事

項を記載した督促状により督促を行う。 
（１） 本人又はその扶養義務者の氏名及び住所 
（２） 未納の副食費の金額及び対象年月 
（３） 指定期限 
（４） その他市長が必要と認める事項 
 
（遅延損害金） 

第７条 前条に規定する督促をした場合、納期限までに納付されないときは遅延損害金を

徴収することができる。 
 ２ 利率は、民法（明治２９年法律第８９号）の定めるところによる。 
 

（その他） 
第８条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 
 

附 則 
 この要綱は、令和元年１０月２５日から施行し、令和元年１０月１日から適用する。 
 
 



 

附 則 

 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和２年９月２５日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 
附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
別表（第３条関係） 

対象 区分 副食費の金額 
教育認定子ども 月途中で入所した場

合の入所月の副食 
第３条第１項第１号に定める副食費の金額×

その月の月途中入所日からの開所日数（２０

日を超える場合は２０日）÷２０日 
月途中で退所した場

合の退所月の副食 
第３条第１項第１号に定める副食費の金額×

その月の月途中退所日の前日までの開所日数

（２０日を超える場合は２０日）÷２０日 
様式第１号により提

供停止の申出があっ

た期間の副食 

０円 

市長が特別の理由が

あると認める場合 
市長が認める額 

満３歳以上保育

認定子ども 
月途中で入所した場

合の入所月の副食 
第３条第１項第２号に定める副食費の金額×

その月の月途中入所日からの開所日数（２５

日を超える場合は２５日）÷２５日 
月途中で退所した場

合の退所月の副食 
第３条第１項第２号に定める副食費の金額×

その月の月途中退所日の前日までの開所日数

（２５日を超える場合は２５日）÷２５日 
様式第１号により提

供停止の申出があっ

た期間の副食 

０円 

市長が特別の理由が

あると認める場合 
市長が認める額 

正規職員、臨時的

任用職員等 
休暇取得等により月

途中で勤務開始又は

終了した場合の副食 

一食当たり３２７円×その月の要勤務日数 

注 
 １ １０円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 
 ２ 開所日数の算出に当たっては、開所の有無に関わらず、休日を除くものとする。 

 
 
 
 



 

 
 
第１号様式（第３条関係） 
 

年  月  日 
 
新潟市長 宛 
 

副食提供停止申出書 

 

申出者 住  所           

 氏  名           

電話番号           

 
 

次のとおり副食提供の停止を申し出ます。 
 

保育園名 新潟市立             園 

対象幼児 

クラス 氏名 生年月日 

      年  月  日 

      年  月  日 

      年  月  日 

      年  月  日 

停止期間 （    年  月  日 ～     年  月  日） 

理由  

 
※この申出書は、連続して３０日間以上長期欠席する等の特別な事情のため副食の提供の

停止を希望する月の前月１５日（休日の場合は翌開所日）までに提出してください。 


